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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第15期
第１四半期
累計期間

第16期
第１四半期
累計期間

第15期

会計期間

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
７月１日
至平成23年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成23年
６月30日

売上高（千円） 225,407 301,6341,054,047

経常利益（千円） 7,977 10,139 45,368

四半期（当期）純利益（千円） 4,401 2,940 25,885

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
― ― ―

資本金（千円） 255,250 255,250 255,250

発行済株式総数（株） 24,660 24,660 24,660

純資産額（千円） 683,995 700,947 704,235

総資産額（千円） 807,253 969,148 902,516

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
184.12 123.10 1,082.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ― ―

１株当たり配当額（円） ― ― 250.00

自己資本比率（％） 83.4 71.4 77.0

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため、記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため、記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末日現在において当社が判断したものであります。

（１）経営成績の分析

  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により大きく低下した生産活動やサプライ

チェーンの混乱、円高の進行、欧州経済の不安等の先行き不透明感から依然として企業の設備投資の抑制が続いて

いる状態であります。

  企業の情報システム投資に対する慎重な情勢は変わらず、情報サービス産業にとって厳しい経営環境が続きまし

た。

　当社は１件あたりの受注額が高い元請けビジネス領域に特化したビジネスモデルが主力事業となっており、導入

検討中の企業にとっては投資額が大きくなるため、国内景気に左右される度合いが高く、依然として厳しい受注環

境となっております。

　かかる状況の下、ＥＲＰ導入事業における元請けビジネスと共に、アライアンス・ビジネスの営業を強化し受注の

安定に努めて参りました。営業チャネルを大きく開き、かつ、当社の強みであるノウハウや製品群を活かした営業活

動に注力して推進しております。

　また、当社元請けビジネスに関する営業につきましても、見込客の発掘活動において、従来のテレマーケティング

の活用のほか、セミナー等を積極的に開催し、経済活動を考慮した原価管理及び損益管理の強化を図ることを訴求

ポイントに、営業展開を進めております。

　提案活動におきましても、提案案件の絞込みを徹底すると共に、提案先企業の優先度の高い個別的課題に即して、

上記訴求ポイントに重点をおいた提案内容の充実を進めて参りました。

　さらに、クラウド型サービスの分野においては、協業体制ならびに社内の体制強化を図り、提案活動を積極的に推

進しております。

　なお、当社はＥＲＰ導入事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略しております。　

  以上のような活動を積極的に推進した結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高３億１百万円（前年同期

比33.8%増）、営業利益９百万円（前年同期比29.4%増）、経常利益１千万円（前年同期比27.1%増）、四半期純利益２

百万円（前年同期比33.2%減）となりました。

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（３）研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は０百万円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社アイ・ピー・エス(E05255)

四半期報告書

 3/13



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 88,480

計 88,480

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 24,660 24,660　

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

当社は単元株制

度を採用してい

ないため、単元

株式数はありま

せん。

計 24,660 24,660 － －

（注）　「提出日現在発行数」には、平成23年11月１日以降提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含

まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年７月１日～平

成23年９月30日
－ 24,660 － 255,250 － 94,202

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】 

 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　　770 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　23,890 23,890 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 24,660 － －

総株主の議決権 － 23,890 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２株含まれております。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。　

 

②【自己株式等】

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社アイ・

ピー・エス

神戸市中央区東川

崎町一丁目３番３

号

770 － 770 3.12

計 － 770 － 770 3.12

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。 
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成23年７月１日から平成23

年９月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、霞が関監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年６月30日)

当第１四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 293,351 463,000

売掛金 245,261 134,195

仕掛品 － 19,234

その他 44,370 33,741

流動資産合計 582,983 650,172

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 24,763 23,696

工具、器具及び備品（純額） 5,212 4,680

土地 18,863 18,863

リース資産（純額） 18,064 17,063

有形固定資産合計 66,903 64,304

無形固定資産

ソフトウエア 19,549 16,852

ソフトウエア仮勘定 4,841 5,155

その他 1,090 1,082

無形固定資産合計 25,482 23,091

投資その他の資産

投資有価証券 151,887 151,306

その他 75,259 80,273

投資その他の資産合計 227,147 231,580

固定資産合計 319,533 318,975

資産合計 902,516 969,148

負債の部

流動負債

買掛金 9,625 52,731

未払金 30,072 22,844

未払費用 7,949 30,185

未払法人税等 9,003 3,367

その他 75,786 93,040

流動負債合計 132,437 202,169

固定負債

退職給付引当金 50,360 51,611

その他 15,483 14,420

固定負債合計 65,843 66,031

負債合計 198,281 268,200
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年６月30日)

当第１四半期会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 255,250 255,250

資本剰余金 94,202 94,202

利益剰余金 367,405 364,373

自己株式 △22,223 △22,223

株主資本合計 694,633 691,602

新株予約権 9,601 9,345

純資産合計 704,235 700,947

負債純資産合計 902,516 969,148
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 225,407 301,634

売上原価 146,994 183,585

売上総利益 78,413 118,049

販売費及び一般管理費 70,744 108,125

営業利益 7,668 9,923

営業外収益

受取利息 436 400

その他 25 97

営業外収益合計 462 498

営業外費用

支払利息 152 282

その他 0 －

営業外費用合計 152 282

経常利益 7,977 10,139

特別利益

新株予約権戻入益 － 256

特別利益合計 － 256

特別損失

会員権評価損 － 4,666

特別損失合計 － 4,666

税引前四半期純利益 7,977 5,729

法人税等 3,575 2,788

四半期純利益 4,401 2,940
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【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

【追加情報】

　当第1四半期累計期間

　（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）

　（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の　

　訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会　

　計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

　前第１四半期累計期間

（自　平成22年７月１日

　至　平成22年９月30日）　

　当第１四半期累計期間

（自　平成23年７月１日

　至　平成23年９月30日）　

減価償却費　 4,114千円　 5,304千円　

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

配当金支払額　

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年９月28日

定時株主総会
普通株式 5,976 250 平成22年６月30日 平成22年９月29日利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）

配当金支払額　

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年９月27日

定時株主総会
普通株式 5,972 250 平成23年６月30日 平成23年９月28日利益剰余金

　

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）及び当第１四半期累計期間（自平成23年

７月１日　至平成23年９月30日）

　当社は、ＥＲＰ導入事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 184円12銭 123円10銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 4,401 2,940

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 4,401 2,940

普通株式の期中平均株式数（株） 23,907 23,890

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記　　

　

　　　載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年11月11日

株式会社アイ・ピー・エス

取締役会　御中

霞が関監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 植田　益司　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 平塚　博路　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイ・ピー

・エスの平成23年７月１日から平成24年６月30日までの第16期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年７月１日から平

成23年９月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任  

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任  

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　　

監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイ・ピー・エスの平成23年９月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
なかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期財

務諸表に添付する形で別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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